
京都市告示第   号 

 京都市里道管理条例第４条の規定に基づき，次の里道の路線を廃止及び一部廃止します。 

 当該路線の起点から終点までの経路を表示する図面は，京都市建設局において告示の日

から２週間公衆の縦覧に供します。 

 

  平成３０年 ７月２７日 

京都市長 門 川 大 作   

(廃止里道) 

整理 

番号 
名称 

起            点 

終            点 

１ 醍醐里0020号 
伏見区醍醐狭間24番地地先 

同町７番地の３地先 

２ 醍醐里0052号 
伏見区醍醐狭間６番地地先 

同町１番地の２地先 

３ 醍醐里0053号 
伏見区醍醐狭間５番地の１地先 

同町５番地の３地先 

４ 醍醐里0055号 
伏見区醍醐狭間３番地の１地先 

同町４番地の１地先 

５ 醍醐里0056号 
伏見区醍醐山ヶ鼻25番地の３地先 

同町24番地地先 

６ 醍醐里0057号 
伏見区醍醐山ヶ鼻21番地地先 

同町14番地地先 

７ 醍醐里0058号 
伏見区醍醐山ヶ鼻15番地地先 

同町６番地の２地先 

８ 醍醐里0059号 
伏見区醍醐山ヶ鼻21番地地先 

同町16番地地先 

９ 醍醐里0062号 
伏見区醍醐山ヶ鼻20番地地先 

同上 

１０ 醍醐里0063号 
伏見区醍醐連蔵17番地の６地先 

同町15番地地先 

１１ 醍醐里0065号 
伏見区醍醐山ヶ鼻10番地地先 

同町６番地地先 

２２７



整理 

番号 
名称 

起            点 

終            点 

１２ 醍醐里0066号 
伏見区醍醐山ヶ鼻11番地地先 

同上 

１３ 醍醐里0071号 
伏見区醍醐連蔵22番地地先 

同町20番地地先 

 

 

(一部廃止里道) 

整理 

番号 
名称 

起            点 

終            点 

１ 醍醐里0070号 
伏見区醍醐山ヶ鼻１番地地先 

同上 

（建設局土木管理部道路明示課） 

 


